
１　処分した一般廃棄物の数量（単位：ｔ）

※

み」・「事業系ごみ」・「可燃性残渣」ごとのごみ量数値は各組合で管理している。

２　ごみ焼却量・燃焼ガス温度及び排ガス測定結果

※

般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準）による。

※

年間となっています。）

※ 一酸化炭素は４時間平均値である。

３　ばいじん除去の実施記録

※

により清掃を行っている。

※ 実施年月日は、ばいじん除去の完了した日（整備完了日）を示す。

令和８年１月　維持管理情報

搬 出 先 組 合 名 搬入ごみ量

中空知衛生施設組合 762.15

砂川地区保健衛生組合 364.02

平均温度（℃） 平均温度（℃） 平均濃度（ppm）

１号炉 340.14 990 170 4

北空知衛生センター組合 332.65

合 計 1,458.82

３組合の中継施設で処理された後に当施設へ搬入されているため、「家庭系ご

区 分 ごみ焼却量（ｔ）
燃焼室の燃焼ガス 集じん器入口の燃焼ガス 排ガス中の一酸化炭素（CO）

２号炉 1,205.03 925 170 4

自己規制値 ― ― ― 30 以下

燃焼ガス等の基準値は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5（一

測定値は、対象期間内の連続測定における平均値を示す。（記録の保存年限は、３

実施年月日 実施場所

毎日実施

基準値 ― 800 以上 200 以下 100 以下

測定位置 ― 燃焼炉 集じん器入口 煙突中間

　ろ過式集じん器（バグフィルター）

ろ過式集じん器（バグフィルター）については、通常運転時に自動でパルスエアー

1/2



４　ばい煙濃度の測定結果

※ ばい煙の基準値は、大気汚染防止法施行規則による。

※ 測定は、年２回実施する。（実施予定月：8月、2月）

※ ばい煙濃度の「検査報告日」は、運営管理業務委託会社からの報告を受けた日であり、

計量証明発行日とは異なる。

５　排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

※ 基準値は、ダイオキシン類対策措置法施行規則による。

※ 測定は、年２回実施する。（実施予定月：8月、2月）

※

計量証明発行日とは異なる。

６　排ガス中の水銀濃度測定結果

※ 基準値は、大気汚染防止法施行規則による。

※ 測定は、年２回実施する。（実施予定月：8月、2月）

※

計量証明発行日とは異なる。

測定位置 煙突中間 ― ―

水銀濃度の「検査報告日」は、運営管理業務委託会社からの報告を受けた日であり、

２号炉 当月未実施

自己規制値 ― ― ―

基準値 50 ― ―

区 分
測定結果

試料採取日 検査報告日
(μg/㎥N)

１号炉 当月未実施

区 分
ばいじん 硫黄酸化物（SOx） 窒素酸化物(NOx） 塩化水素（HCl）

平均濃度（mg/㎥N） 平均濃度（ppm:K値） 平均濃度（ppm） 平均濃度（ppm）

基準値 150 約2600（K=17.5） 250 約430

測定位置 煙突中間

当月未実施

自己規制値 10 50 100 100

測
定
結
果

１号炉 当月未実施 当月未実施 当月未実施 当月未実施

２号炉 当月未実施 当月未実施 当月未実施

１号炉 当月未実施

２号炉 当月未実施

試料採取日

検査報告日

区 分
測定結果

試料採取日 検査報告日
(ng-TEQ/㎥N)

測定位置 煙突中間 ― ―

ダイオキシン類濃度の「検査報告日」は、運営管理業務委託会社からの報告を受けた日であり、

自己規制値 1 ― ―

基準値 5 ― ―
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